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※印のサイズ、及び全サイズのアース線入りは、特注品として受注生産致します。
詳しくは弊社までお問い合わせください。
注1.減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。

厚生労働省告示201号及び厚生労働省告示267号適合品

外径 

食品用軟質PVC

食品用硬質PVC

内径 

特長
●無味・無臭で食品輸送に適しています。
●非フタル酸系の可塑剤を使用しており、平成15年8月1日よ
り施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。
（この規定に違反し販売又は使用した場合6ヶ月以下
の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。）

●油脂及び脂肪性食品に使用できます。
（厚生労働省告示201号完全適合）

用途
●清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。
●その他、食品輸送。
●灯油、軽油、機械油等の輸送。
●サクション・デリバリー共用です。
※食品用粉体の輸送時には、ホース外面に金属線（銅
線など）を巻いてアース接続してください。
※ホース使用後、高濃度アルコール等の有機溶剤が
ホース内に滞留しないようにしてください。

（金具取付例）

平バンド締め（ステンレス製JISフランジ）

品番22107-
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参考質量

N/m

定尺

m

許容圧力
（常温）
MPa｛kNf/F｝

減圧変形温度

℃　注1

許容曲げ半径

mm

（－101.3kPa）
{－760mmHN}

■標準寸法・物性

〈油脂及び脂肪性食品について〉
食品衛生法で、油脂及び脂肪性食品とは

「食品中又は食品表面の油脂及び油脂含量がおおむね20％以上で、乾燥した
固形食品以外の食品、及びそれら油脂又は脂肪性を含有する食品」とされてい
ます。例として、牛脂、植物油、ハム、ベーコン、牛肉、豚肉、チョコレート、ポテトチッ
プス、てんぷら、油揚げ、さつま揚げ、コロッケ、トンカツ、マヨネーズ、ドレッシング、チ
ーズ、バター、ハンバーグ、ぎょうざ、からあげ、肉団子、カレー、ビーフシチュー、肉じゃ
が、野菜炒め、きんぴらごぼう、油や油揚げを含む煮物、ポテトサラダ、ドーナツ、ケ
ーキ、クッキー、かりんとう、あげせんべいなどが挙げられます。

厚生労働省告示201号適合を証明するものです。 厚生労働省告示267号適合を証明するものです。

第201号
（第20号を、「検査方法の変更及び規格値の明確化」
を主旨とする変更）
対象製品：「器具及び容器包装関係」
対象物質：樹脂の種類毎に、材質試験と溶出試験

が規定されている。

第267号
対象製品：「油脂又は脂肪性を含有する食品に接触する器具又は容器包装」
対象物質：ＤＯＰ（フタル酸ビス（2-エチルヘキシル））

◎ＤＯＰ（フタル酸ビス（2-エチルヘキシル））を原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならないこと。
◎ただし、ＤＯＰ（フタル酸ビス（2-エチルヘキシル））が溶出または浸出して食品に混和する恐れのないように加工されている場合は、前述の限りでないこと。

＊当社塩ビホース「ＴＡＣＳＤ-Ｃ食品」･「ＴＡＣＳＤ-Ｃ耐熱食品」･「ＴＡＣＳＤ-ＡＳ食品」は、ＤＯＰを使用しておりません。
＊当社製品「ＴＡＣエコライン」および「ＴＡＣエコダクト」シリーズは、塩ビ製品に該当しないため、本号について対象外となりますが、ＤＯＰを含んでおりません。

（第267号の罰則規定）
この規定に違反し販売又は使用した場合6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

厚生労働省告示201号・267号について

材質試験 溶出試験

ポリ塩化ビニル
カドミウム･鉛・ジブチルスズ化合物･
クレゾールリン酸エステル･
塩化ビニルモノマー

重金属･過マンガン酸カリウム
消費量蒸発残留物

ポリエチレン･
ポリプロピレン

カドミウム･鉛 重金属･過マンガン酸カリウム
消費量蒸発残留物

タックSD-Cショクヒン（ T A C S D – C F）


